
第78回市町村職員を対象とするセミナー  
「子どもの虐待防止の推進に向けた取組について」  

子ども虐待防止の点と線 2～訪問事業と地域ネットワークの連携～  
（こんにちは赤ちやん事業・養育支援訪問事業・要保護児童対策地域協議会）  

1 日 時 平成21年2月23日（月）13：00～17：00（12＝30開場）  

2 会 場 中央合同庁舎5号館（厚生労働省）低層棟2階講堂  

3 定 員 約300名  

4 プログラム  

13：00  

13：05～  

（10分）   

13：15～  

（30分）  

開会  

厚生労働省挨拶  
厚生矧動省雇用均等・児童家庭局 総務課長 高倉信行  

厚生労働省から事業説明＜訪問事業ガイドラインについて＞  

【こんにらは赤らやん事業・養育支援訪問事業・  

子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）】  

雇用均等・児童家庭局虐待防止対策室長 杉上 春彦  

四 【自治体の取組について】  

「こんにらは赤らやん事業・養育支援訪問事業・  

要保護児童対策地域協議会～連携と今後のあり方～」  

（1）＜こんにらは赤らやん事業＞  

①母子保健主導の取組  
富山県滑川市 市民健康センター所長 石原和子氏  

②地域の支援力との連携  

神奈川県横浜市こども家庭課親子保健担当係長 丹野久美氏  

一  休 憩  （ 15分 ）  

（2）＜養育支援訪問事業＞と＜子どもを守る地域ネットワーク  

（要保護児童対策地域協議会）＞  

③妊娠期からの支援・全戸訪問から把握した産後うつへの支援  

ネグレクト家庭・施設退所後への支援 児童相談所と地土或NW協働  

静岡県浜松市子育て支援課技監・企画調整グループ長 鈴木勝子氏  

（3）＜訪問事業とネットワーク 都道府県の市町村への支援＞  

④事業担当者や調整機関職員への研修  

神奈川県子ども家庭課次世代育成班副技監彦根倫子氏   

五  発表自治体・参加自治体及び国との質疑・意見交換  

13：45～  

（30分）  

14：15～  

（30分）   

14：45～  

（15分）   

15：00～  

（45分）  

15：45～  

（30分）  

16：15  

（45分）   

17：00メド   六  閉会  



配付資料一覧   

①本日の次第・配付資料一覧（両面）  

②参加者一覧表  

③「子どもの虐待防止の推進に向けた取組について」（横）   

④「乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン案」   

⑤「養育支援訪問事業ガイドライン案」  

⑥「母子保健指導のこんにらは赤らやん訪問」（富山県滑川市）   

⑦「横浜市におけるこんにらは赤らやん訪問事業」（横浜市）   

⑧「養育支援訪問事業と子どもを守る地域ネットワーク」  

（浜松市）  

⑨「県の役割は市町村支援－「こんにらは赤らやん事業」と   

「養育支援訪問事業」の効果的な実施に向けて（神奈川県）  

⑯「主な事前の質問等に対する回答」   

⑪「児童福祉法等の一部を改正する法律案新旧対照条文」   

⑫「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い省令・告示の  

整備について（抜粋）」  

⑱アンケート   

（お帰りの際にご提出いただきますようお願いします。）   



オレンジリボンには  

子どもJ吾精華6力⊥とする  

というメッ tz －ジ打1   

込められ．てい王‾㌻。  

子どもの虐待防止の推進に向けた取組について  

第78回 市町村セミナー  

厚生労働省雇用均等■児童家庭局総務課   



○児童福祉施設入所児童数と充足率（在籍児童／定員）の増加   

⇒児童養護施設平成9年26，046人→平成19年 30，846人  
（80．4％）  （90．9％）  

○ なぜ、増えるのか  
（1）家族■地域社会の変容 ⇒ 養育力の低下  

（2）「虐待」の認識の広がり ⇒虐待通告の増加   
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いま 何をすへきか  

○ 発生予防  
⇒ 虐待に至る前に防ぐ（気になるレベルで迅速に対応）。育児の孤立化の防止が重要   

・生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）   

・集いの場（地域子育て支援拠点）をつくる  

○ 早期発見・早期対応   

⇒ 後手にまわれば虐待死のおそれ。早期介入は虐待による子どもへの悪影響を  
回避   

1抱え込まずに早く知らせる（通告）   

・自治体（児童相談所）が迅速に動く（立入調査・一時保護）  

○ 子どもの保護や支援、そして保護者の支援   
⇒ 親子分離した後の子どものケア、親子再統合に向けた保護者への支援   
・社会的養護体制の拡充   

・家庭的な養育環境   
・施設での適切なケア   

■ 自立の支援   



h  

児童相談所の現状  

相談対応件数  

○ 児童相談所における相談対応件数の総数は年度により   
増減があるものの、児童虐待相談対応件数は一貫して  
増加している。  

［参考］平成19年度の状況  

・相談対応件数の総数  367，852件  

・児童虐待対応件数  40，639件   

r  

1．000  

j：；； 川  

旧  

四  
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児童虐待の内容別相談対応件数の推移  

○ 平成19年度においては、身体的虐待が40．1％で最も多く、次いでネグレクトが38．0％となっている。  

身体的虐待   ネグレクト   性的虐待   心理的虐待   総 数   

平成11年度   5，973（51．3％）   3，441（29－6％）   590（5．1％）   1，627（14．0％）   11，631（100．0％）   

平成12年度   8，877（50．1％）   6，318（35．6％）   754（4，3％）   1，776（10．0％）   17，725（100．0％）   

平成13年度   10，828（46．5％）   8，804（37．8％）   778（3．3％）   2，864（12．3％）   23，274（100．0％）   

平成14年度   10，932（46．1％）   8，940（37．7％）   820（3．5％）   3，046（12．8％）   23，738（100．0％）   

平成15年度   12，022（45．2％）   10，140（38．2％）   876（3．3％）   3，531（13，3％）   26，569（100．0％）   

平成16年度   14，881（44．6％）   12，263（36．7％）   1，048（3．1％）   5，216（15．6％）   33，408（100．0％）   

平成17年度   14，712（42．7％）   12，911（37．5％）   1，052（3．1％）   5，797（16．8％）   34，472（100．0％）   

平成18年度   15，364（41．2％）   14，365（38．5％）   1，180（3．2％）   6，414（17．2％）   37，323（100．0％）   

平成19年度   16，296（40．1％）   15，429（38．0％）   1，293（3．2％）   7，621（18．8％）   40，639（100．0％）  



主たる虐待者の推移  

○ 実母が62．4％と最も多く、次いで実父が22二6％となっている。  

実 父   実父以外の父   実 母   実母以外の母   そ の 他   総 数   

平成11年度   2，908（25．0％）   815（7．0％）   6，750（58．0％）   269（2．3％）   889（7．7％）   11，631（100．0％）   

平成12年度   4，205（23．7％）   1，194（6．7％）  10，833（61．1％）   311（1．8％）   1，182（6．7％）   17，725（100．0％）   

平成13年度   5，260（22．6％）   1，491（6．4％）  14，692（63．1％）   336（1．5％）   1，495（6．4％）  23，274（100．0％）   

平成14年度   5，329（22．5％）   1，597（6．7％）  15，014（63．2％）   369（1．6％）   1，429（6．0％）  23，738（100．0％）   

平成15年度   5，527（20．8％）   1，645（6．2％）  16，702（62．8％）   471（1．8％）   2，224（8．4％）  26，569（100．0％）   

平成16年度   6，969（20．9％）  2，130（6．4％）  20，864（62，4％）   499（1．5％）   2，946（8．8％）  33，408（100．0％）   

平成17年度   7，976（23．1％）   2，093（6．1％）  21，074（61．1％）   591（1．7％）   2，738（7．9％）  34，472（100．0％）   

平成18年度   8，220（22．0％）   2，414（6．5％）  23，442（62．8％）   655（1．8％）   2，592（6．9％）  37，323（100．0％）   

平成19年度   9，203（22．6％）   2，569（6．3％）  25，359（62．4％）   583（1＿．4％）   2，925（7．2％）  40，639（100．0％）   

※ その他には、祖父母、伯父伯母等が含まれる。  
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虐待を受けた子どもの年齢構成の推移  
○ 小学生が38．1％と最も多く、次いで3歳から学齢前児童が23．9％、0歳から3歳未満が18．3％である。なお、小学校入学前の子ども  

の合計は、42．2％となっており、高い割合を占めている。  

0歳～3歳未満  3歳～学齢前児童   小 学 生   中 学 生   高校生・その他   総  数   

平成11年度   2，393（20．6％）   3，370（29．0％）   4，021（34．5％）   1，266（10．9％）   581（5．0％）  11，631（100．0％）   

平成12年度   3，522（19．9％）   5，147（29．0％）   6，235（35．2％）   1，957（11．0％）   864（4．9％）  17，725（100．0％）   

平成13年度   4，748（20．4％）   6，847（29．4％）   8，337（35．8％）   2，431（10．5％）   911（3．9％）  23，274（100．0％）   

平成14年度   4，940（20．8％）   6，928（29．2％）   8，380（35．3％）   2，495（10．5％）   995（4，2％）  23，738（100．0％）   

平成15年度   5，346（20，1％）   7，238（27．3％）   9，708（36．5％）   3，116（11．7％）   1，161（4．4％）  26，569（100，○％）   

平成16年度   6，479（19．4％）   8．776（26．3％）  12，483（37．4％）   4，187（12．5％）   1，483（4．4％）  33，408（100．0％）   

平成17年度   6，361（18．5％）   8，781（25，5％）  13，024（37．8％）   4，620（13．4％）   1，686（4．9％）  34，472（100．0％）   

平成18年度   6，449（17．3％）   9，334（25，0％）  14，467（38．8％）   5，201（13，9％）   1，872（5．0％）  37，323（100．0％）   

平成19年度   7，422（18．3％）   9，727（23，9％）  15，499（38．1％）   5，889（14．5％）   2，102（5．2％）  40，639（100．0％）   
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○従来の児童虐待防止対策は、「児童相談所」のみで対応する仕組みであったが、平成16年の児童虐待防  

止法等の改正により、「市町村」も虐待通告の通告先となり、「市町村」「児童相談所」が二層構造で対応する  

仕組みとなっている。  

○現在、各市町村単位で、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の設置が進められて  

いる（平成20年4月1日現在、94．1％の市町村で設置（虐待防止ネットワークを含む。））。  
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市町村相談体制の現状  

◆子どもを守る地域ネットワーク（要保護  

児童対策地域協議会）の概要  
子どもを守る地域ネットワーク設置率と市町村虐待相談対応件数  

［経緯］  

平成 9年  

平成16年   

平成17年   

平成19年   

平成20年  

児童虐待防止市町村ネットワーク  

事業として創設  

要保護児童対策地域協議会の法  
定化（H17．4．1施行）  

要保護児童対策地域協議会設置・  

運営指針発出  

地方公共団体による設置の努力  

義務化（H20．4．1施行）  

協議対象の拡大、調整機関に一定  

の専門性を持つ者を置くよう努力義  

務化（H21，4．1施行）  

＼
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［特徴］  

・構成機関の円滑な情報共有  

・構成機関の守秘義務（罰則つき）  

・ケース進行管理等を一元的に行う機関   

（調整機関）の選定  
H13  H14  H15  H16  H17  H18  H19  H20  

※ 設置率は年度当初、虐待相談対応件数は年度計  8   
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○受理会議の開催   

・調査及び診断の  
家庭環境等を評価  

順則48時間以内の  
方針、安全確認の時  安全確認の実施（子：・社会診断  

期や方法等の検討  ○援助方針会議にお  

・所長、各部門の長、  
担当者、受付相談員  

■ケースの緊急性の  

●●  



市町村における児童家庭相談体制の状況（都道府県別）  

○ 子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）又は虐待防止ネットワークの都道府県別設置状況  

設置済み   都道府県数   
市町村の割合  （構成比）   

100％   26（55．3％）   

80％一－99％  17（36．2％）   

60％・一79％   4（8．5％）   

40％～59％   0（0．0％）   

20％～39％   0（0．0％）   

0％～19％   0（0．0％）  

地域協議会  ネットワーク  全体  

数   ％   数  ％   数   ％   

北 海道  148  82．2％  24  13．3％  172  95．6％   
青 森 県  40  100．0％  40  100．0％   

岩 手 県  35  100．0％  35  100．0％   

宮 城 県  25  69．4％   田  25．0％  34  94．4％   

秋 田 県  25  100．0％  25  100．0％   

山 形 県  35  100．0％  35  100．0％   

福 島 県  30  50．0％   田  25．0％  45  75．0％   
茨 城県  40  90．9％   1   2．3％  41   93．2％   

栃 木 県  団  100．0％  31  100．0％   

群 馬 県  38  100．0％  田  100．0％   

埼 玉 県  回  98．6％   1   1．4％  70  100．0％   

千 葉 県  36  64．3％  20  35．7％  田  100．0％   

東 京都  57  91．9％  5了  91．9％   

神奈川県  33  100．0％  33  100．0％   

新 潟 県  26  83．9％   3．2％  四  8了．1％   

富 山 県  四  86．7％  四  86．7％   

石 川 県  19  100．0％  19  100．0％   

福 井 県  田  100．0％  田  100．0％   

1   3．6％  27  96．4％   山 梨 県  26  92．9％  
長 野 県  64  79．0％   6．2％  69  85．2％   

岐 阜 県  42  100．0％  42  100．0％   

静 岡 県  26  63．4％   14  34．1％  40  97．6％   
愛知 県  団  100．0％  団  100．0％  

地域協議会  ネットワーク  全体  

数   ％   数   ％   数   ％   

滋 賀 県  四  50．0％  13  50．0％   26  100．0％   

京都府  16  61．5％   巴  26．9％   23   88．5％   

大阪府  41   95．3％   2   4．7％   43  100．0％   

兵 庫 県  41  100．0％  41  100．0％   

奈 良 県  21   53．8％   8  20．5％   29   74．4％   

和歌山県  24  80．0％   田  20．0％   30  100．0％   

鳥 取 県  田  100．0％  四  100．0％   

島根 県  団  100．0％  21  100．0％   

岡 山 県  25   92．6％   2   7．4％   27  100、0％   

広 島 県  20  87．0％   3   13．0％   23  100．0％   

山 口 県  20  100．0％  20  100．0％   

徳 島 県  21   87．5％   3   12．5％   24  100．0％   

香 川 県  皿   64．7％   3   17．6％   14  82．4％   

愛 媛 県  田   95．0％   1   5．0％   20  100．0％   

高 知 県  23   67．6％   4  11．8％   27   79．4％   

福 岡 県  52   78．8％  10   15．2％   82   93，9％   

佐 賀 県  18   90．0％  90．0％   

長 崎 県  23  100．0％  23  1■00．0％   

熊 本 県  45   93．8％   2   4．2％   47   97．9％   

大 分 県  田   94．4％  94．4％   

宮 崎 県  22   73．3％   2   6．7％   24  80．0％   

鹿児島県  33   71．7％   6   13．0％   39   84．8％   

沖 縄 県  田  61．0％   17．1％   32   78．0㌔   

全  国  1，532  84．6％  173   9．6％  1，705  94．1％ 

平成19年度  1，193  65．3％  343   柑．8％  1，536  84．1％   

ト   

※平成20年4月1日現在  11  



市町村における児童家庭相談体制の状況  

12   



果たすべき機能  

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、  

・関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、   

一 適切な連携の下で対応していくことが重要  

であり、市町村（場合によっては都道府県）が、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）  

を設置し、  

①関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化すると   

ともに、  

② 個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要  

ト   

保育所  



子どもを守る地域ネットワーク  

ネットワークが機能すると・・・  機能していない自治体の場合   

「気になるケース」は、市町村の協  
議会の実務者会議などで検討  

・ 来月の3歳児健診の際に、保健師   
が声をかけてみようか。  

・末受診ならば、保健師が訪問する   
ことにしてはどうか？  

・生活保護のケースワーカーと相談   

してみようか。  

など   



○協議事項や地域の実情に応じて会議を設定し、効果的な情報交換、意見交換を進める。  

実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議書項としては例えば次のようなものが考えられる。   
① 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討   

②定期的に（例えば3か月に1度）、全ての虐待ケースについての状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を実施   

③要保護児童対策を推進するための啓発活動   

④協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告  

※協議会は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。  

※この協力要請は、協議会の構成員以外の関係機関等に対して行うことも可能。  15   



【次世代育成支援対策交付金】  

付加的事業  ※基本事業の実施が要件  

・地域ネットワーク活動や訪問事業   

活動について、地域住民への周知   



生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）【実施主体：市区町村】   



平成20年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況  

生後4か月までの全戸訪問事業  
育児支援家庭訪問事業  

生後4か月までの全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちやん事業）  （こんにちは赤ちゃん事業）  
育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村数   実施率   実施市区町村数  実施率  実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率   

北 海 道   114   63．3％   67   37．2％   滋 賀 県   21   80．8％   16   61．5％   

青 森 県   22   55．0％   10   25，0％   京 都 府   16   61．5％   14   53．8％   

岩 手 県   33   94．3％   23   65．7％   大 阪 府   30   69．8％   32   74．4％   

宮 城 県   35   97．2％   32   8臥9％   兵 庫 県   37   90．2％   24   58．5％   

秋 田 県   17   68．0％   4   16．0％   奈 良 県   16   41．0％   14   35．9％   

山 形 県   31   88．6％   22   62．9％   和 歌 山 県   12   40．0％   5   16，7％   

福 島 県   30   50．0％   16   26．7％   鳥 取 県   14   73．7％   3   15．8％   

茨 城 県   30   6臥2％   21   47，7％   島 根 県   17   81．0％   12   57．1％   

栃 木 県   25   80．6％   17   54．8％   岡 山 県   22   81．5％   18   66．7％   

群 馬 県   28   73．7％   16   42．1％   広 島 県   19   82．6％   47．8％   

埼 玉 県   43   61．4％   29   41．4％   山 口 県   17   85．0％   55，0％   

千 葉 県   36   64．3％   17   30．4％   徳 島 県   16   66．7％   9   37．5％   

東 京 都   40   64．5％   45   72．6％   香 川 県   13   76，5％   7   41．2％   

神 奈 川 県   16   4臥5％   13   39．4％   愛 媛 県   12   60．0％   6   30．0％   

新 潟 県   25   80．6％   13   41．9％   高 知 県   19   55．9％   32．4％   

富 山 県   12   80．0％   6   40．0％   福 岡 県   34   51．5％   30   45．5％   

石 川 県   19   100．0％   19   100．0％   佐 賀 県   19   95．0％   9   45．0％   

福 井 県   17   100．0％   5   29．4％   長 崎 県   20   87．0％   14   60．9％   

山 梨 県   21   75．0％   16   57．1％   熊 本 県   32   66．7％   14   29．2％   

長 野 県   56   69．1％   28   34．6％   大 分 県   13   72．2％   10   55．6％   

岐 阜 県   31   73．8％   16   38．1％   宮 崎 県   14   46．7％   6   20，0％   

静 岡 県   31   75．6％   15   36．6％   鹿 児 島 県   23   50．0％   10   21．7％   

愛 知 県   38   65．5％   35   60．3％   沖 縄 県   38   92．7％   16   39．0％   

三 重 県   20   69，0％   13   44．8％   全国計／平均   1．244   71．8％   800   45．4％  

平 成 柑 年度   1．0（∋3   58．2％   784   42．9％   

※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成20年度次世代育成支援対策交付金内示ベース  
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地域ネットワークと訪問事業との連携強化（イメージ）  
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「子どもと家族を応援する日本」重点戦略のポイント  

Ⅰ重点戦略策定の視点  

○等後の労働力人口の急速な減少と、結婚や出産・子育てに関する希望と現実の素離の拡大  

○人口減少下で、持続的な経済発展の基盤として必要なこと  

「若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現」  

「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」  

「二者択一構造」解消のための「車の両輪」→速やかに軌道に乗せる必要  

働き方の改革による  菊宮寵嶺？≠、、・気く章二辱靂■こ≠ミズ－波トー   t㌻哀奴二豆∧モノ｝滝ば寵溢トぅ．ノ㍊ニミミ≠            仕事と生活の調和の実現  

仕事と生活の調和が実現した社会の姿  

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、  
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多  
様な生き方力†選択・実現できる社会  

③多様な働き方・生き方が  
選択できる社会  

②健康で豊かな生活のため  

の時間が確保できる社会  
①就労による経済的自立が  

可能な社会  

各主体の取組を推進するための社会全体の目標を設定  
（代表例）   

○第1子出産前後の女性の継続  

就業率   
38．0％→55％  

○育児休業取得率  
（女性）72．3％→80％  
（男性）0．50％→10％  

0男性の育児・家事関連時間  
（6歳末満児のいる家庭）   

60分／日→2．5時間／日  

○就業率（②、③にも関連）  
＜女性（25～44才）＞   

64．9％一→69～72％  
＜高齢者（60′）64才）＞   

52．6％一→60′）61％  

○フリーターの数  
187万人一→144．7万人以下  

○過労働時間60時間以上の雇用  

者の割合  
10．8％ 一→半減  

○年次有給休暇取得率   
46．6％ →完全取得  

（いずれも 現状→10年後）  

社会全体としての進捗状況を把握・評価  

関係者が果たすべき役割  

国・地方公共団体  企業と  

国民運動を通じた気運の醸  協調して生産性の  

枠組みの構築や環境整備など  場の意識や職場風土の改革とあ  

き方の改革に自主的に取り組む  支援策への積極的な取組、地域の実情  

に応じた展開   



の枠組みの構築  

仕事と生活の調和を推進し、国民の希望する結婚や出産・子育ての  

実現を支える給付・サービスの考え方  

②すべての子どもの健やか  

な育成を支える   

対個人給付・サービス  

○一時預かりをすべての子ど   

も・子育て家庭に対するサービ   

スとして再構築（一定のサービ   

ス水準の普遍化）  

○子育て世帯の支援ニーズに対  
応した経済的支援の実施  

③すべての子どもの健やか  

な育成の基盤となる  

地域の取細  

○妊婦健診の望ましい受診回数  

の確保のための支援の充実  

○各種地域子育て支援の面的な  

展開（全戸訪問の実施、地域子  
育て支援拠点の整備）  

○安全・安心な子どもの放課後  

の居場所の設置  

○家庭的な環境における養護の  

充実など、適切な養育を受けら  
れる体制の整備  

粛蹄鷲漂 ゝ針満悦澄                    さ寧 ：振：      即照渠堺勝漠箪罵声封：≡棄  璃㌔タく5  

○利用者の視点に立った点検・評価手法を構築  

て応援プラン」、地方公共団体の次世  

て、利用者の視点に立った指標等を盛  

毎年度の予算編成、事業実施に反映  

（PDCAサイクルを確立）  



ミ享美三プ宣㌢三〇天 

＿  

1児童福祉法の一部改正①（子育て支援事業等を法律上位置付けることによる質の確保された事業の普及促進）  

1）子育て 支援事業を法律上位置付け（平成21年4月施彿  
○ 以下の事業について、法律上位置付けるとともに、省令で必要な基準等を設け、都道府県知事への届出・指導監督等に   

かからしめることとする。  
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○ また、市町村は、これら①～④の事業が着実に実施されるよう必要な措置の実施に努めるものとする。   

※ 上記の改正に併せて社会福祉法を改正し、上記事業及び2（2）の小規模住居型児童養育事業について、第2種社会福祉事業とすることにより、   
必要な社会福祉法の事業開始j旨導監督規定や、消費税等の非課税措置の対象とする。  

働‘（平成22年4月施行）  
2） ○ 保育に欠ける乳幼児を、家庭的保育者（市町村長が行う研修を修了した保育士その他の省令で定める者であって、これら   

の乳幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるもの）の居宅等において保育する事業について、法律上位置付け   
るとともに、省令で必要な基準等を設ける。  

○市町村の保育の実施責任に関する規定に、保育所における保育を補完するものとして家庭的保育事業を位置付ける。  

○ 市町村は、事前に都道府県知事に届け出て家庭的保育事業を行うことができるものとし、都道府県による指導監督等にか  
からしめることとする。   





3 次世代育成支援対策推進法の「部改正①（地域における取組の促進）  

1）国による参酌標準の提示（公布カ、ら起算して6月以内に施行）  

○ 国は、市町村行動計画において、保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業等に関する事項（量）を定めるに際して参考   
とすべき標準（参酌標準）を定めるものとする。  

2）地域行動計画の策定等に対する労使の参画（公布から起算して6月以内施桝  

○ 市町村及び都道府県は、行動計画を策定・変更しようとするときは、住民の意見を反映させるほか、労使を参画させるよう努め   
るものとする。  3）櫛 成22年4月施行）  

○ 市町村及び都道府県は、定期的に行動計画に基づく措置の実施状況等を評価し、計画の変更等の措置を講ずるよう努めるも  
のとする。  

24   



F  

「乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン」「養育支援訪問事業ガイドライン」について  

ガイドライン策定の理由  

今般、「生後4か月までの全戸訪問事業」は「乳児家庭全戸訪問事業」、 「育児支援家庭訪問事  

業」は「養育支援訪問事業」として、改正された児童福祉法に位置づけられるとともに、市町村  
はその事業の実施に努めることとされた。  

両事業については、全市町村での普及と効果的な実施が求められている。   

事業実施率（平成20年度次世代育成支援対策交付金内示ベース）   

○生後4か月までの全戸訪問事業 71．8％  ○育児支援家庭訪問事業 45．4％   

市町村が事業に取り組むに当たって参考となるような、自治体取組の好事例等を踏まえた、望  

ましい事業の実施方法等を全国の市町村に示すことにより、事業の普及と効果的実施が期待され  

ると考えられるため。  

ガイドラインの位置づけ  

本ガイドラインは、市町村において少なくとも当面取り組むべき内容を定め、事業のあり方を  

明確化したものであり、地域の実情に応じてガイドラインの内容を超えて一層の取組が行われる  

ことが期待される。   



●事業目的   

○乳児がいるすべての  
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 ●対象者と訪問時期   

○原則として生後4か月を迎えるまでの乳児のいるすべての家庭  

●訪問者  
○保嘩師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者  

等から幅広く登用  

●実施内容 ＊市町村の判断により訪問者の専門性に配慮したものとする   

① 育児に関する不安や悩みの傾聴   
② 子育て支援に関する情報提供   
③ 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握   
④ 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整  

●支援の必要性についての判断等   
○訪問結果に基づき事業担当者・母子保健担当者・児童福祉担当者等が支援の必要性を判断   
○支援の必要な家庭については、養育支援訪問事業や母子保健事業等具体的な支援について検討し  

必要な支援につなげる  

●その他 次の点についても規定   
○研修プログラム例   

○個人情報の保護と守秘義務   

○第二種社会福祉事業の届出等  

○母子保健法に基づく訪問指導との関係  

○委託の場合の留意事項  
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ー  

養育支援訪問事業ガイドライン菓由主な内容  

●事業目的   

○養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問し、養育  

に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する  

●対象者   

○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養  
育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告  

等により把握され、養育支援が特に必要であって本事業による支援が必要と認められる家庭  

●中核機関   

○中核機関を設け、支援計画策定・進行管理や当該事業の対象者に対する他の支援との連絡調整を実施  

●訪問支援者   

○専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等、  
育児・家事援助については、子育てOB（経験者）、ヘルパー等  が役割分担し支援  

●支援内容   

○乳児家庭等に対する短期集中支理  
0歳児の保護者等で積極的支援が必要な育児不安にある者や精神的に不安定な状態等で支援が特に必要な状況に陥っている  

者に対して短期・集中的な支援を複数の観点から行う   

○不適切な養育状態にある家庭等に対する中期支援型  
不適切な養育状態や施設の退所等により、定期的な支援や見守りが必要な市町村や児童相談所による在宅支援家庭な  

どに対して中期的な支援を念頭に、関係機関と連携して適切な児童の養育環境の維持・改善及び家庭の養育力の向上を目指  

し指導・助言等支援を行う  

●その他 次の点についても規定   
○訪問支援者の研修プログラム例  ○個人情報の保護及び守秘義務   

○委託の場合の留意事項  ○第二種社会福祉事業の届出等  
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児童福祉法による要保護  児童  対策として対応  

平成12年  

1  

平成16年  

1  

平成17年  

l  

平成19年  

†  

平成20年  

児童虐待防止法の制定（H12．11．20施行）  

・児童虐待の定義（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待） 一住民の通告義務  
・立入調査等における警察官の援助等  

＿＿n  
児童虐待防止法・児童福祉法の改正（H16．10以降順次施行）  

市町村児童家庭相談援助指針の策定（H17．4）等  

家庭相談援助指針■要保護児童対策地域協議会設置・運営指針の策定等  

＿□  
児童相談所運営指針等の見直し（H19．1）  

・安全確認に関する基本ルールの設定（48時間以内が望ましい）・虐待通告の受付の基本を徹底  

・きょうだい事例への対応を明確化 ・すべての在宅の虐待事例に関する定期的なフォロー  

・関係機関相互における情報共有の徹底（要保護児童対策地域協議会の運営強化）  

」＝コF  
児童虐待防止法・児童福祉法の改正（H19．6公布、H20．4施行）   



■ コ  

子どもを守る地域ネット  児童相談所相談対応件数（件）  

年 度   
児童相談所数   児童福祉司数  ワーク（要保護児童対策  

（か所）   （人）   地域議会）等設置割合   

（％）   総数   
うち児童虐待相  

談対応件数   

平成12年度   174（1．00）   1，313（1．00）  361，124（1．00）   17，725（1．00）   

平成13年度   175（1．01）   1，480（1．13）   15．6％（1．00）   381，843（1．06）   23，274（1．31）   

平成14年度   180（1．03）   1，627，（1．24）   21．7％（1．39）   398，025（1．10）   23，738（1．34）   

平成15年度   182（1．05）   1，733（1．32）   30．1％（1．93）   341，629（0．95）   26，569（1．50）   

平成16年度   182（1．05）   1，813（1．38）   39．8％（2．55）   351，838（0．97）   33，408（1．88）   

平成17年度   187（1．07）   1，989（1．51）   51．0％（3．27）   349，911（0．97）   34，472（1．94）   

平成18年度   191（1．10）   2，139（1．63）   69．0％（4．42）   381，757（1．06）   37，323（2．11）   

平成19年度   196（1．13）   2，263（1．72）   84．1％（5．39）   367，852（1．02）   40，639（2．29）   

平成20年度   197（1．13）   2，358（1．80）   94．1％（6．03）  

＊（）内は、平成12年度を1．00とした指数（伸び率）（なお、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）設置割合は、平成13年度を1．00とした指数（伸び率））  

＊子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協譲会）設置割合については、平成17年度までは6月1日現在、平成18年以降は4月1日現在  
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児童虐待防止対策の現状（2）  

l  

■リl可ヽ口コミIlプレヽ ‾′ ▼l■■一■■■■ ′Jl－ト■Ullj「′■ヽ  

l  立ち入り件数l  虐待を受けたことのあ1  

請求件数  承認件数  入所定員（入所率）  る児童の割合  

（件）   （件）  （件）   （件）   （人）   （％）   

平成12年度   96（1．00）   6，168（1．00）   127   87   33，803（85．5％）   49．6％   

平成13年度   194（2．02）   7，652（1．24）   134   99   33，660（88．0％）   53．4％   

平成14年度   184（1．92）   8，369（1．36）   117   87   33，651（89．3％）   52．2％   

平成15年度   249（2．59）   7，857（1，27）   140   105   33，474（89，7％）   53．7％   

平成16年度   287（2．99）   8，427（1．37）   186   147   33，485（91．4％）   62．1％   

平成17年度   243（2．53）   9，043（1．47）   176   147   33，676（91．5％）  

平成18年度   238（2．48）   10，221（1．66）   185   163   33，561（91．7％）  

平成19年度   199（2．07）   10，562（1．71）   235   182   33，917（90．9％）  

＊1）（）内は、平成12年度を1．00とした指数（伸び率）  

＊2）児童養護施設の入所定員・入所率は10月1日現在。  
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児童虐待防止法及び児童福祉法の一部改正法の概要  

I ; 



平成21年度児童虐待防止対策関係予算案の主な内容  

【孤立化防止】  

・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）の推進  

・養育支援訪問事業の推進  

・地域子育て支援拠点事業の推進  

【虐待防止に向けた機運の醸成】  

・オレンジリボン・キャンペーンなどの啓発活動の促進  

発生予防対策の推進  

【子どもを守る地域ネットワークの機能強化】  

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の推進  

【児童相談所の機能強化】   

■評価・検証委員会設置促進事業［新規］  

・一時保護所における心理職員の充実、教員等の配置の促進  

【一時保護施設の充実】  

・一時保護施設の環境改善  

【子どもの心の問題等への対応】   

t子どもの心の診療拠点病院の整備  

早期発見・早期対応   

体制の充実  

【家族再統合に向けた取組の強化】  

・保護者指導支援事業［新規］  

【家庭的養護の推進】  

・ファミリーホームの推進、里親支援体制の充実  

・小規模グループケアの推進  

【入所している子どもへの支援の充実】  

・乳児院における被虐待児個別対応職員の配置  

自立に向けた  

保護・支援対策の充実  

（社会的養護体制の拡充）  
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所における体制の強化  

○特定の担当者に判断が任されているなど、一つの事例に関わる関係者が常に情報共有する   
体制、事例の進行管理を徹底する体制や、専門的助言を得るためのスーパービジョン体制が   
整備されていない。  

アプローチ  

○ 受容的なアプローチに終始するなど」保護者等との関係を重視しすぎる等により、子どもの   
安全確認や保護のために必要な積極的介入が行われていない。  

6．一 † 
時保護施設入所措置解除時のアセスメント及び退所後の支援  

○ 一時保護や施設入所措置の解除を行うに際し、それが適切かどうかのアセスメントが徹底   
されていない。また、家庭復帰後の支援が重要であるにもかかわらず、その必要性が徹底され   
ていない。  

○ これまで第1次報告から第4次報告までの提言を踏まえ、児童虐待防止法・児童福祉法の一部   
改正や児童相談所運営指針等の改正といった国の対応が行われてきている。   



これまで繰り返し同様の課題を指摘してきたが、最近においても指摘した課題等を要因に死亡事  

例が生じている。このため、特に重要な事項について改めて課題を指摘し、対応策の提言を行う。  

1．妊娠期からの虐待予防 の重要性 

○ 妊娠や育児で母親が問題を抱えている場合等が多く、医療機関と市町村の保健部門との   

情報共有等や、市町村内における保健部門と児童福祉部門との密接な連携を図り、必要な   

支援が行われる体制を整備すべきである。  

2．安全確認の重要性 の再認識   

○ 安全確認の対応によっては重大な結果が生じる可能性があり、下記を徹底すべき。  

・児童相談所職員等の直接目視により行うことを基本とする。  

・安全確認が行えない場合は、立入調査を検討するなど、速やかな対応を行うことが必要。  

・虐待に該当するか否かにこだわるのではなく、不適切な監護が認められれば、積極的に   

介入的アプローチを行う。   

○ 虐待通告があった場合にとどまらず、援助過程であっても家族に会えなくなった等の   

危機的状況が生じた場合、速やかに行うべきである・こ   



3．リスクアセスメントの重要性 の再認識   

○リスクアセスメントの対応によっては重大な結果が生じる可能性があり、下記を徹底すべき。   

・常に虐待死が起こる事態を想定して行う。   

・必ず虐待者本人と面接をすることを含め家族全体のアセスメントを行う。   

一職員個人の判断だけではなく、組織的に行う必要がある。   

○ 虐待のリスク要因が認められる場合は、速やかに子どもの安全確認を行い、アセスメントを   

行うべきである。（「当委員会で指摘した虐待による死亡が生じ得るリスク要因」参照）   

○ 援助方針は、保護者の状況等に応じて適切に見直しを行うことが必要である。  

働あり方の再確認   4．   

○ 事例対応においては、役割分担を明確にするべきであり、特に主として関わる関係機関や   

進行管理に関する役割を決める必要がある。   

○ 関係機関は、要保護児童対策地域協議会を積極的に活用し、他の関係機関と情報共有を   
図り連携した対応を検討することを徹底すべきである。   

○ 関係機関は、すべての機関が、要支援家庭には虐待が起こる可能性が高いことを認識して   

支援していく必要がある。   

○ 医療機関から保健及び福祉機関への情報提供を定型化し、情報提供を受けた機関は支援   
チームを構築し、アセスメントを経て適切な支援を展開する必妻がある。   





○ 保護者等に精神疾患がある、あるいは  
強い抑うつ状態である  

○ 妊娠の届出がされていない  

○ 母子健康手帳が未発行である  

○ 特別の事情がないにもかかわらず中絶を  

希望している  

○ 医師、助産師が立ち会わないで自宅等で   
出産をした  

○ 妊婦健診が未受診である   

（途中から受診しなくなった場合も含む）  

○ 妊産婦等との連絡が取れない   

（途中から関係が変化した場合も含む）  

○ 乳幼児にかかる健診が未受診である   

（途中から受診しなくなった場合も含む）  

○ 子どもを保護してほしい等、保護者等が   
自ら相談してくる  

○ 虐待が疑われるにもかかわらず保護者等が  

虐待を否定  

○ 過去に心中の未遂がある  

○ 訪問等をしても子どもに会わせてもらえない  
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